
※受注者発議の協議は、入札
時に発注者が示す入札時積算
数量書の積算数量を活用した

場合に可能

入札時積算数量書活用方式の試行導入

入札時積算数量書活用方式

○入札参加者に、発注者の示す数量書

「入札時積算数量書」の活用を促す。

○契約後、入札時積算数量書の積算数

量に疑義が生じた場合に、受発注者

間で協議し、必要に応じて数量を訂

正し請負代金額を変更することを契

約事項とする。

背景

○改正品確法において「公正な契約を適正な請負代金額によって信義に従って誠実に履行する」と基本理念に規定。

○従来から入札参加予定者へ「数量書」を公開、提供。ただし、「数量書」は参考資料との位置づけのため、契約後の発

注者の運用にばらつき。

概 要

・令和４年４月から営繕工事に試行導入

入札参加者は、発注者
が示す入札時積算数量
書の積算数量を活用
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入札公告

「入札時積算数量書活用方式」

の対象工事である旨等を明記現場説明書
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【工事請負契約書】

入札参加者

提出
入札

前項(受注者からの確認の請求)は,
入札時積算数量書における当該疑
義に係る積算数量と、これに対応

する受注者が入札時に提出した
工事費内訳書における当該数量が
同一であると確認できた場合のみ

に行うことができる

「入札時積算数量書」に疑

義が生じた場合の確認の

請求、受発注者の協議、

訂正等について明記

入札時積算数量書を
契約書に位置づけ
（参考資料ではない）

特約条項第２項

特約条項

工事費内訳書
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